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Ⅰ はじめに 

大学などの基礎研究の 成果を技術移転することで 産業化を進める 技術移転マネ 、 ジメントの発達 

は 、 産業競争力強化の 観点においてたいへん 重要なテーマであ る。 大学技術移転については、 通称 

「技術移転促進法」の 制定などで各大学に TLO の設置が進んだが 1) 、 各研究分野・ 産業分野に 促 

した技術移転スキームの 最適化はこれからの 課題であ ると考えられる。 本 発表ではこのような 論点の 

一つとして、 単一発明が多岐にわたる 事業分野に展開されていくタイプの 技術移転のに 特有な問題 

ほ ついて、 事例をもとに 考察した。 

2 技街 移転計画の必要性と 技術移転スキームの 分類 ") 

特許出願を戦略的に 行う方法論は 数多く詳論されている。 多くは得られた 発明の上位概念化と 下 

位 概念化双方の 作業を繰り返すことによって、 発明を休系化していくことを 結論とする。 ) 。 この場合 

上位下位に広がる 概念の軸がどのような 要素で構成されているかはその 後の技術移転計画を 考え 

る 上で重要であ る。 例えばあ る新しい物質が 特定の商品に 用いられる特異な 機能を有する 場合、 概 

念の広がりが 主にこの物質の 組成を変える 要素や複合化させる 要素など、 もの自身の バリエー ショ 

ン であ るときは、 技術移転計画に 影響をあ まり与えない。 一方あ る特異な物性の 発見に基づいて、 

新規な用途発明を 行った場合などで 概念の広がりが 幅広い用途に 展開されるようなケースでは、 技 

術 移転計画は必然的に 高度に戦略的なものにならざるをえない。 このような体系を 有する発明は、 

特許的に網羅して 出願計画を立てることも 重要であ るが、 出願計画の優先順位を 決めるためには、 

研究課題の優先順位を 決める戦略が 必要となる。 この研究戦略は 結局多くの産業分野にどのよう 

な構想を持って 実用化を図るかという 技術移転計画に 基づいて策定されるべきであ る。 

あ る一つの技術に 関する技術移転計画策定の 方法は、 企業内で行われた 発明と大学など 公共セ 

クタ一の生んだ 発明の場合とでは 若干異なる。 企業内で生まれた 発明は、 その企業のドメインビジネ 

ス 領域における 技術進歩につながるかどうかで 判断されるであ ろう。 その発明の下位概念が 枝数の 

製品に展開されうる 場合でも、 そのなかでドメインビジネス ( まれには経営によって 決定された新規 事 

業 領域 ) に入ってくる 技術のみがインキュベーションの 対象になる。 そして製品開発までの 間のいずれ 

かの段階で事業部門へ 移転されていく。 一方大学など 公共 セ ウタ一で生まれた 発明については、 そ 

0 発明に関して、 あ らゆる産業分野を 対象に長大限の 規模で ( 早く ) 産業化することが 求められる。 

この場合枝数の 製品に結びっく 発明であ れは、 それぞれの製品またはその 製品が生む事業の 総和 

の森夫値を実現するための 技術移転計画が 実行されるべきであ る。 技術移転先は 複数の企業とな 

り、 相互企業間の 利害調整やインキュベーションの 負担の設計，各企業の 実用化に対するモチ ベ一 

、 ンョン の設計など、 数多くの要因の 調整を行う必要があ り、 高度な計画が 必要となる。 

このような技術移転スキームの 相違は、 リニアモデル と 集積型モデル、 及びスポークモテルの 3 種 

類の移転スキームとして 表記することで 明確化することができる ( 図 lL 。 この 3 者は、 上述したよ う に 

研究の成果 ( 発明 ) がぼぼ単一の 製品・事業に 集約される技術であ るのか、 それとも多くの 製品分 

野 に展開される 技術なのかという 点で分類される。 最後にあ げた多くの産業分野に 展開される スポ 
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一ウ モデルをとるケースは 必ずしも多くないが、 たとえば機能材料の 研究分野においては、 比較的多 

く散見される。 この分野においては、 興味深い新 現 寡や新しい原理に 基づいた探索的な 研究におい 

て 、 より波及効果のあ る研究成果が 輩出される。 所謂 serendipity と称される偶然の 輯 物 として研 

究成果が得られるケースが 多い。 このため興味深い 新しい材料であ ることは分かっても、 基礎研究の 

ステージにおいては、 用途が明確でない 場合がむしろ 普通であ る。 基礎研究の成果を 発明にする時 

点でおぼ ろ げながらでも 工業的用途が 背景となる必要があ るが、 むしろこの後数年に 渡って生産 技 

術 研究と m 途 探索のマーケティン グ が同時に行われるのが 音通であ る。 また大学で行われる 研究で 

作製される試料は 杖 ね 小規模のテストサンプルのみであ り、 実用化のための 評価には規模を 拡大し 

て 試作を重ねていく 必要があ る。 このためサイズを 含めたスケールアップ や 五度化に伴い 生産技術の 

研究が必要となる。 通常生産技術の 完成度が実株 に 得られる製品のコストや 品質に関連するため、 

この進展がマーケティン グ の結果にも 影吾 する。 このように、 機能材料分野では、 マーケティン グと 生 

産 技術研究が同時に 進展するインキュベーションを 経て技術移転されるのが 通例であ る。 この場合 

結果的にスポークモデルの 移転が行われる。 

  ゆ "" ㎏ -" 口 
      卜               

    Product   Owvlopxnent  A.   目                                             
  

図 「 技術移転スキームの 分類 

3 スポークモデルの 技街 移転 オ傍 

以下にスポークモデルをとる 3 つの技術移転事例 ( 進行中のものを 含めて ) について、 技術移転計 

画にあ たっての課題や 問題点を考察する。 

3. 1  セルフクリーニンバⅠ 0. コーティンバ 5. 。 ) 

光 励起反応に基づく 汚れ防止機能のあ るコーティンバ 材料の発明に 関するもので、 95 年に発明が 

なされた。 既に国内外枝数 産 案分野に展開している。 表 ] にその概要を 示す。 基本性能の発明で 

あ り、 広汎な産業分野への 広がりがあ る一方、 発明を実現するためにはコーティンバ 材料の基本的 

な 技術開発が長期にわたって 必要なことから、 末技術移転計画に 際して、 技術完成のためのインキ 

ュベーションをどの 事業者がどのように 分担するかが 課題であ った。 応用分野が多岐にわたればその 

要求性能のスペックや 製造方法も大きく 異なる。 しかしそれらの 共通項となる 研究要素も多く、 この 

共通項のインキュベーションをどの 事葉者が引き 受けるかはその 後の技術移転に 大きく 影 辞する。 こ 

れはすなわち 各事業者が自社製品に 応用するための 投資の分担に 等しい。 関連して基本技術の 開 

発を残したままライセンスすることによって、 その後ライセンシ 一同士の権 利が双方に抵触するような 

特許出願を行うことになり、 ライセンサーと 実施事業者問との 関係が複雑化する 問題が生じた。 

本 事例の場合、 結果的には当初独占権 を含むライセンスで 立ちあ がった産業化が、 最近では 非 

独占に移行しっ っ あ る。 億近 ・ 当該分野の エ 業 余 7) が結成された。 各ライセンシー、 ライセンサー 相 
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互の権 利関係の複雑化を 反映した進展とも 見られると考えられる。 同会の活動計画では、 製品の 

規格化標準化活劫なども 含まれる。 今後はこのようなフォーラムのなかでの 標準化活 劫 において、 

御 互いの特許権 の近用方針が 牡荷 となろう。 ) 。 

表 ] セルフクリーニンバⅢ 0 、 0 発明と技術移転 

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

技術の概要 Ⅱ 0, の光 励起反応に基づく 親水化現象を 利用した、 防姉 ・ 防滴 ・セルフク 

リーニンバコーティンバ 

研究経緯 TOTO 機器株式会社が 東大研究者から 研究指導を受けて 研究開発 

特許出願の状況 95 年より基本特許 5 件を含み周辺特許 300 件近く出願。 国内では 8 件が 

特許登録、 米国を始め数件が 特許登録 

特許出願人 TOTO 機器 

技術移転経緯 タイル。 コンシュー マ プロダクトについては TOTO 機器がさ 棄 化を行った。 ま 

た 他の分野の応用については 技術移転専門の 会社 TOTO フロンティアリ 

サーチ株式会社を 設立して各社への 技術移転・特許ライセンスを 進めた 

( 専用実施 権 ) 。 

移転 5 例 高速道路遮音 壁 、 自動 車 ミラー、 フィルム商品、 テント膜構造材、 アル 

ミ パネル、 他 ( 国内 ) タイル・ファサード ( 独 ) 

技術移転 ポ Ⅲ ン一 当初は期限付き 独占契約のちに 非独占へ移行 

3. 2  自助 穏ま化 材料。 ) 

ポリマ一にダイオキシンを 含む有機物を 効率よく吸着しかっ 徐々に分解する 特性を有する 触媒を混 

入することで、 焼却してもダイオキシンなどの 毒性のあ る 物 9 が発生しない ( 発生したダイオキシンを 

触媒が吸着分解する ) ポリマーを得ることができるとする 発明であ る。 この概念をもとに ，様様な商品 

への応用技術への 展開が考えられる。 例えば塩ビポリマー 商品への応用技術，例えば 目的とする 

機能発現の最適化のために、 どのように触媒を 結 り 込むかなどの 応用技術が、 ポリエチレン 製品、 

農薬、 合成木材など 用途毎に展開される。 

表 2 自動無毒化材料の 発明と技術移転 

技術の概要 ポリマー燃焼時に 発生するダ イ オキシ 、 ノ 等の有害物質の 発生抑止する 材 

料技術。 ポリマ一中に 添加物を加えることで 効果を発揮する。 

研究経緯 初 生 東京大学先端 所 で研究着手した。 のち科学技術事業団の 神奈川県 

地域結集型共同研究事業として 採択され研究展開。 

特許出願 ( 株 )CASTl( 東大 TLO) 出願一件 (98 年八地域結集型共同研究 事 

業出願 3 件 

技術移転計画 今案との共同研究を 志向。 原料メーカーと 共同研究、 加工品メーカ 一に試 

作依頼 
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 

末技術についてはインキュベーションを 推進している 段階であ り、 現在まだ実施事業者はない。 末技 

術は ついては、 大学 丁 L0 が基本特許出願を 行っているが、 その後のインキュベーション 研究を神奈 

川 県のプロジェクトとして 推進しており、 技術移転計画は 神奈川県のプロジェクトが 担当することとし 

一 265 一 



ている。 現在策定中の 技術移転計画に 関して留意するべき 点として、 広汎な用途に 展開される技術 

であ るという点でⅡ 0. コーティンバと 類似しているが、 基本的には添加物の 技術であ るという 特 杖を 

有することから、 添加物の開発を 先行させることで、 下流への展開を 容易にする技術構造と 判断さ 

れる。 また下流側の 加工製品市現は 大きいが、 添加物単独での 市牡 はさほど大きくない。 このため 

競争原理を働かせる 原料メーカーと 加工メーカ一に 対するライセンスポリシー は 重要であ る。 しかしな 

がら 本 プロジェクトにおいてなされる 発明は国有特許となるため、 一律のライセンスポリシーしかとれな 

いことが間短となる (TLO の保有する基本特許のライセンスポリシー で 規定する手段は 存在する。 ) 。 

ライセンスがスポークモデルで 展開し、 インキュベーションに 対する投資が 大きいな合は 特に、 独占を 

含む ロ イアリティ一の 設定やオプション 条項に対して 対価を取ること、 アップフロント、 ミニマムロイヤリ 

ティ一などの 契約形態が実施できるかどうかは、 技術移転を効率的に 進めるためには 主要なポイント 

となる。 

3. 3  ナノラフネス 招ね 水 コーティンバ ' 。 ) 

特殊な構造を 持つナノスケールの 凹凸を表面に 設けることにより ，水滴を極端にはじく 超 接木コー 

ティンバを待たという 発明であ る。 東京大学先端 研 単独で行われ ，株式会社 CASTK( 丁 L0) がサ ボ 

一ト して特許化された。 末技術も君主防止や 水流抵抗低減、 水垢防止など 多岐の用途に 展開でき 

る、 典型的なスポークモデルとなる。 しかし大学研究室では 小規 杖の サンプルしか 作成されないため、 

全文がこれらの 機能を辞価することができない。 このため、 大学研究の段 暗 での単純な移転は 困難 

であ る。 

本 テーマの推進に 関しては、 あ る程度の生産技術開発を 行い、 企業が評価するに 足る試作品を 作 

成し、 あ わせて用途開発・マーケティンバを 行 う ための 組 窩を設立した。 本法人は大学研究者と 企業 

が 共同で出資した 株式会社という 形態をとった。 新材料の技術移転のインキユベーションに 特化した 

組 % を設立する例は 欧米では少ないが、 ここで各用途分野に 共通なインキュベーションが 行われるこ 

とによって、 その後の各分野のま 業者への移転が 速やかになることと、 各 $ 葉者の投資リスクを 平 

準化させることができると 考えられる。 

表 3 ナノラフネス 超 接木コーティンバの 発明と技術移転 

技術の概要 ナノメートルオーダ 一のラフネス ( 粗さ ) を付与した、 超 榛木コーティンバ 技術。 

着古 防止等に応用可能 

研究 経柁 東京大学先端 所 において 98 年より研究を 進めている。 

特許出願 ( 株 )CAS Ⅱが 特 井出願 (5 件 ) 

技術移転計画 材料技術に特化したインキュベーションと 技術移転の会社 ( 株式会社先端 

技術インキュベーションシステムズ ) を設立。 末技術のインキュベーションに 

あ たる予定 '0) 。   

4 スポークモデルをとる 技術移転における TLO の役 乱 

スポークモテルをとる 大学発明の格 合 ， 丁 Lo の策定する技術移転計画はきわめて 重要であ り、 不 

充分な計画は、 技術の昔及を 遅延させるだけでなく、 移転先のき葉者問や、 ライセンセンサーとのコ 

ンフリクトの 原因にもなりうる。 また可能であ れば 丁 LO または大学周辺において 極力共通項のインキ 

ュ ベーションは 完成させておくことが 望まれる。 このためには 技術移転を目的とする 試作エ % や、 マ一 

ケティンバ 組 ぬなどが必要となるⅡ ) 。 さらには各用途分野すべてに 渡って、 既存の事葉者にライセン 
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ス するのではなく、 スポークのひとっまたは 複数の車業を、 スピンオフベンチャーとして 立ち上げること 

もあ り ぅ るが、 この場合は経営基盤が 弱体なべンチャ 一の成長を阻害することのないような 町重 な技 

傭 移転計画が必要となる。 このときのポイントとしては 他のライセンシ 一の特許権 によってべンチャ 一 

の事業が制約されないことや、 過大なインキュベーション 投資負担をさせない 工夫を行 う ことなどがあ 

る 。 丁 L0 は大学発明においては 唯一の技術移転計画の 策定が可能な 組 窩 であ るため、 計画にべン 

チヤ 一 育成を組み込むか 否かの判断は 重要であ る。 既存の車業体が 新しい発明にもっともふさわし 

い 車業形態であ るとは限らない。 新しい産 集枯 造を創出するためにはべンチャー 創出は不可欠であ 

ろう。 このためには、 ベンチャー創出に 接合した技術移転計画を 丁 L0 が積極的に企画推進すること 

が 必要であ る。 

6 おわりに 

ひとっの発明が 多技の車乗分野に 移転されるモデルの 技術移転計画についてま 例をもとにき 察 

した。 このようなモデルの 技術移転マネジメントについての 紀城 はこの分野が 早く進んだ米国などにお 

いてもあ まり見当たらない。 おそらく我が 国では欧米にくらべてスポークモテルを 形成する可能性が 高 

い材料分野については 研究レベルが 高く、 必然的にこのようなケースに 迫 遇する確率が 高くなるとい 

ぅ ことが考えられる。 今後米国でもナノテクノロジーを 中心とした材料研究が 盛んになることを 考えると、 

我が国に特有な 技術移転マネジメントとしてこのような 技術移転計画の 方法輪を先行して 発達させ 

ることは主要であ ると考えられる。 
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